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第２４回 府中市農業委員会総会議事録

１ 開 会  平成２８年６月２２日（水） 午後１時５５分

閉 会  平成２８年６月２２日（水） 午後２時３８分

場 所  市役所北庁舎３階第２会議室

２ 会議録署名委員

１３番 髙 木 好 文 委員  １５番 鹿 島 一 夫 委員

５番 石 阪  脩 委員（会長）

３ 出席委員

１番 市 川 耕 作 委員   ２番 須 山 卓 知 委員

                ４番 加 藤 雅 大 委員

５番 石 阪  脩 委員   ６番 市 川 禎 明 委員

７番 菊 池 伸 明 委員   ８番 川 辺 初太郎 委員

９番 松 村 良 夫 委員  １０番 河 内 邦 男 委員

                １２番 髙 野 祐 一 委員

１３番 髙 木 好 文 委員  

１５番 鹿 島 一 夫 委員  １６番 住 﨑 岩 衛 委員

１７番 澤 井 泰 造 委員  １８番 田 中  繁 委員

１９番 横 田  実 委員  ２０番 朝 倉 泰 則 委員

４ 欠席委員

３番 髙 野 茂 久 委員  １１番 髙 野 昌 典 委員

１４番 都 築  一 委員

５ 議 長

  ５番 石 阪  脩 委員（会長）

６ 事務局（説明員）

  石川裕三局長 加藤泰幸主査 高田量範事務職員 椹澤有一事務職員
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議 事 日 程

１ 会期の決定について

２ 会議録署名委員指名について

３ 第１号議題 報告 農地の転用届出について（農地法第４条関係）

４ 第２号議題 報告 農地の転用のための権利移動届出について

（農地法第５条関係）

５ 第３号議題 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について

６ 第４号議題 引き続き農業経営を行っている旨の証明について

７ その他

（１）平成２７年度農業振興事業報告について

（２）平成２７年度農業委員会事業報告について

（３）平成２８年度管外研修について

（４）６月度活動報告について

（５）次回以降の開催日

（６）その他

  



- 3 -

午後１時５５分開会

○議長（石阪委員） 皆さんこんにちは、定刻少し前ですが、皆さんお揃いになり

ましたので、ただ今から、第２４回府中市農業委員会総会を開会します。

○議長（石阪委員） 本日は、３番髙野茂久委員さん、１１番髙野昌典委員さん、

１４番都築委員さんから欠席の連絡が入っております。

出席者の人数は定足数に達しておりますので、会議は有効に成立していることを

ご報告いたします。

会期につきましては、議案の都合上、本日限りとしたいと思いますが、よろしい

でしょうか。（異議なしの声）

○議長（石阪委員） ご異議がないようですので、会期は、本日限りといたします。

次に、会議録の署名委員についてですが、慣例により、議席の順番に指名させて

いただいてよろしいでしょうか。（異義なしの声）

○議長（石阪委員） ご異義がないようですので、今回は１３番髙木委員さん、

１５番鹿島委員さんにお願いいたします。

それでは、「第１号議題 報告 農地の転用届出について」を議題とします。

報告件数は１件です。事務局から説明をお願いします。

○事務局（椹澤事務職員） はい、会長、第１号議題、報告、農地の転用届出につ

いて、農地法第４条関係。

第１項、届出者は、四谷○の○の○○、○○○○、土地の所在は、四谷○の○○

の○，○○，○○の合計３筆、９７７平方メートル。届出書が到達した日は、平成

２８年５月２６日。転用の目的は駐車場となっております。

２ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は、市川禎明委員さん

にお願いをしております。以上、よろしくお願いします。

○議長（石阪委員） 説明が終わりました。第１項、市川禎明委員さん如何でしょ

うか。

○委員（市川禎明委員） ここは、この東側が３、４ヶ月前に建売住宅への転用届

出があり、合わせて２千平方メートル程度の開発となります。当該地は、ここで砂

利を敷き駐車場にする工事が始まっています。問題ありません。

○議長（石阪委員） 他に、ご質問等ございますか。（異議なしの声）

ご質問等がないようですので、第１項の報告は了承することといたします。
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次に、「第２号議題 報告 農地の転用のための権利移動届出について」を議題と

します。報告件数は４件です。事務局から説明をお願いします。

○事務局（椹澤事務職員） はい、会長、第２号議題、報告、農地の転用のための

権利移動届出について、農地法第５条関係。

第１項、譲り受け人は武蔵野市境○の○の○、株式会社○○○○、代表取締役○

○○○、譲渡人は南町○の○○の○○、○○○○、日野市西平山○の○○の○、○

○○○、佐賀県佐賀市本庄町大字袋○○○の○、○○○○、多摩市桜ヶ丘○の○○

の○、○○○○○、土地の所在は、南町○の○の○、○の○の○の合計２筆、  

１，１１７平方メートルで、所有権の移転でございます。届出書が到達した日は、

平成２８年５月２０日、転用の目的は建売住宅６棟となっております。

２ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は、髙野祐一委員さん

にお願いしております。

第２項、譲り受け人は西東京市新町○の○の○、○○○○○○○○○○○、○○

○○、譲渡人は小平市鈴木町○の○○○の○○、○○○○株式会社、代表取締役○

○○○、土地の所在は、紅葉丘○の○の○、１００平方メートルで、所有権の移転

でございます。届出書が到達した日は、平成２８年６月２日、転用の目的は専用住

宅となっております。

４ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は田中委員さんにお願

いしておりますが、本件は、前回の総会で報告した件と同様、平成２７年１２月に

建売住宅６棟の転用届が出され、譲り受けた○○○○が、営業展開をしていく中で、

購入希望者が自ら工務店を選定したいとの強い希望があり、再転用となったもので

ございます。

第３項、譲り受け人は緑町○の○○の○、○○○○○○○○○３Ｆ、○○○○、

○○○○、譲渡人は第２項と同様、○○○○株式会社、代表取締役○○○○、土地

の所在は、若松町○の○○の○、１００平方メートルで、所有権の移転でございま

す。届出書が到達した日は、平成２８年６月２日、転用の目的は専用住宅となって

おります。

６ページの案内図は当該地を示しております。

第４項、譲り受け人は若松町○の○○の○○、○○○○○○○○○、○○○○、

○○○○、譲渡人は第２項第３項と同様、○○○○株式会社、代表取締役○○○○、

土地の所在は、若松町○の○○の○○、９０平方メートルで、所有権の移転でござ



- 5 -

います。届出書が到達した日は、平成２８年６月９日、転用の目的は専用住宅とな

っております。

８ページの案内図は当該地を示しております。以上、第３項第４項の現地の確認

は河内委員さんにお願いしています。なお、この２件も、平成２６年１１月に建売

住宅８棟の転用届が出され、譲り受けた○○○○が、営業展開をしていく中で、購

入希望者が自ら工務店を選定したいとの強い希望があり、再転用となったものでご

ざいます。以上、よろしくお願いします。

○議長（石阪委員） 説明が終わりました。第１項、髙野祐一委員さん如何でしょ

うか。

○委員（髙野祐一委員） 現地確認いたしました。既に工事が始まっていましたが、

問題ありません。

○議長（石阪委員） はい、第２項、田中委員さん如何でしょうか。

○委員（田中委員） 事務局から説明のあった通り、土地分譲に伴うもので、やむ

を得ないと思います。

○議長（石阪委員） はい、第３項と第４項、河内委員さん如何でしょうか。

○委員（河内委員） はい、６月１５日に３項、４項の確認に行きました。事務局

説明の通り１１月に転用が出ており、再度の名義変更と言うことで、現在、更地に

なっております。問題ありません。

○議長（石阪委員） はい、他に、ご質問等ございますか。（なしの声）

ご質問等がないようですので、第１項から第４項の報告は了承することといたし

ます。

次に、「第３号議題 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明につい

て」を議題とします。証明願の件数は１件です。事務局から説明をお願いします。

○事務局（椹澤事務職員） はい、会長、第３号議題、生産緑地に係る農業の主た

る従事者についての証明について

第１項、次の者が当該生産緑地に係る農業の主たる従事者であることを証明する。

申出者、四谷○の○○の○、○○○○、被申出者、主たる従事者、同所、○○○○、

買取り申出地は四谷○の○の○○、○○の○，○，○，○，○の合計６筆、田、

１，１２１平方メートル。

２、３ページは○○氏から提出された証明願、買取り申出生産緑地の明細書で、

４ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は、市川禎明委員さんに
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お願いをしています。以上、よろしくお願いします。

○議長（石阪委員） 説明が終わりました。第１項、市川禎明委員さん如何ですか。

○委員（市川禎明委員） はい、現地は去年まで水田で、現況は畑になっています。

特に問題ありません。

○議長（石阪委員） はい、他に、ご質問等ございますか。（異議なしの声）

ご質問等がないようですので、第１項は、証明することといたします。

次に、「第４号議題 引き続き農業経営を行っている旨の証明について」を議題と

します。証明願の件数は４件です。第１項から第４項までを事務局から説明をお願

いします。

○事務局（椹澤事務職員） はい、会長、第４号議題 引き続き農業経営を行って

いる旨の証明について。

第１項、次の者が平成２５年８月６日から平成２８年６月２日まで、引き続き農

業経営を行っていることを証明する。申請者、府中市西府町○の○○の○、○○○、

土地の所在は西府町○の○○の○○、○○の○○の合計２筆、畑、５６５．２３平

方メートル。

第２項、次の者が平成２５年５月２４日から平成２８年６月７日まで、引き続き

農業経営を行っていることを証明する。申請者、白糸台○の○○の○、○○○、土

地の所在は紅葉丘○の○○、白糸台○の○○の○、○の○○の○の合計３筆、畑、

４，１６１．１７平方メートル。

２ページに移りまして、第３項、次の者が平成２５年６月１７日から平成２８年

６月８日まで、引き続き農業経営を行っていることを証明する。申請者、白糸台○

の○○の○、○○○○、土地の所在は白糸台○の○○の○、畑、３５３．７７平方

メートル。

第４項、次の者が平成２５年６月３日から平成２８年６月８日まで、引き続き農

業経営を行っていることを証明する。申請者、多磨町○の○○の○、○○○○、土

地の所在は南町○の○○の○○，○○，○○，○○，○○、多磨町○の○○の○、

○の○○の○の合計７筆、田と畑を合わせて、３，３０３．５６平方メートル。

３ページから５ページは、○○氏から提出された証明願、税務署への届出書、農

業経営に関する明細書で各種野菜を生産しています。

６ページの案内図は、当該地を示しております。現地の確認は松村委員さんにお

願いしています。
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７ページから１０ページは、○○氏から提出された証明願、税務署への届出書、

農業経営に関する明細書で柿、みかんを生産しています。

１１、１２ページの案内図は、当該地を示しております。

１３ページから１５ページは○○氏から提出された証明願、税務署への届出書、

農業経営に関する明細書で各種野菜を生産しています。

１６ページの案内図は当該地を示しております。以上、第２項と第３項の現地の

確認は田中委員さんにお願いしております。

１７ページから２０ページは○○氏から提出された証明願、税務署への届出書、

農業経営に関する明細書でお米、各種野菜を生産しています。２１ページから２３

ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は都築委員さんにお願いし

ておりましたが、委員さんは本日欠席となっており、欠席の連絡をいただいた際に、

当該地の現地確認の結果、問題はなかったとのご報告をいただいております。以上、

よろしくお願いします。

○議長（石阪委員） はい、説明が終わりました。第１項、松村委員さん如何でし

ょうか。

○委員（松村委員） はい、第１項ですが、６月１９日に現地確認してまいりまし

た。自宅の続きで各種野菜が栽培されておりました。肥培管理も良好で、問題あり

ません。

○議長（石阪委員） はい、第２項と第３項、田中委員さん如何でしょうか。

○委員（田中委員） はい、第２項は、ほとんどの場所に柿が植えてあり、適正に

管理されています。第３項は、各種野菜が栽培されており適正に管理されています。

○議長（石阪委員） はい、第４項は、都築委員さんの担当で、先ほど事務局から

「現地確認の結果、問題ない」との連絡がきているとの説明がありました。

他に、ご質問等ございますか。

○委員（松村委員） はい、第３項ですが、面積が約３５０平方メートルで、生産

緑地の下限面積を下回っていますが、良いのでしょうか。

○事務局（椹澤事務職員） はい、会長。

○議長（石阪委員） どうぞ。

○事務局（椹澤事務職員） はい、案内図を見ていただきたいと思います。当該地

の西側に農地が接しており、当該地を含め一団で、生産緑地に指定されていますの

で大丈夫です。
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○委員（松村委員） はい、分かりました。

○議長（石阪委員） はい、他にご質問等ありますか。（…）

ご質問等がないようですので、第１項から第４項は、証明することといたします。

次に、７、その他に入ります。（１）「平成２７年度農業振興事業報告について」

を事務局から説明をお願いします。

○事務局（加藤主査、資料№１を説明） はい、会長、それでは、平成２７年度農

業振興事業の報告についてご説明します。資料ナンバー１をご覧ください。

平成２７年度の農業振興費の決算額としましては、８３，９４５千円となってい

ます。以下、主要な事業の報告をいたします。

１の農業まつり等運営費としましては、３，２９６千円。

農業まつりと農業品評会の運営につきましては、１１月１３日に農産物、植木・

盆栽の品評会を、１１月１４日から１５日には農業まつりを郷土の森博物館にて開

催したほか、別日程になりますが、花き、夏野菜、梨立毛、梨の各品評会を実施し

ました。

また、農業振興褒賞式典の実施につきましては、２月１６日に府中の森芸術劇場

にて実施しました。

次に、２の循環型農業普及事業費としましては、１，９４４千円。

有機堆肥と緑肥を希望者に試供品として配付し、その普及を図りました。

次に、３の農産物特産化事業費としましては、２３２千円。

直売マップを２，７００部作成したほか、ジャガイモ・ネギのうね売りのあっせ

ん等を行いました。

次に、４の市民農業大学運営事業としましては、５８９千円。

稲作コースと花栽培コースの２コースを実施しました。

次に、５の子ども農業体験推進事業としましては、２，１８１千円。

親子ふれあい農園を 2 コース、学童農園を 15 校、農業プチ講座を１コース実施し

ました。

次に、６の農作物獣害対策事業としましては、１７９千円。

ハクビシン、アライグマ等の被害を受けている農地に、箱わなを設置して、その

駆除を行いました。

２ページに移りまして、７の西府用水取水施設整備計画策定費としましては、

９７２千円。
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西府用水取水施設整備計画作成支援業務委託として施設の点検整備に係る調査を

実施しました。

次に、８の西府用水組合運営費負担金としましては、３６千円。

西府用水ポンプ取水場の電気料を西府用水組合への負担金として支出しました。

次に、９の都市農地保全推進自治体協議会負担金としましては、２０千円。

都内３８自治体が加盟する都市農地の保全活動やＰＲ活動を行う同協議会の負担

金です。

次に、１０の灌漑用水対策事業補助金としましては、３，１９０千円。

市内４用水組合の灌漑のためにかかったポンプの電気料や修繕費に対し補助を行

いました。

次に、１１の農業生産団体育成事業補助金としましては、６，４６１千円。

記載の７農業団体の行う生産資材等の共同購入事業に係る経費に対し、２分の１

以内として補助を行いました。

次に、１２の農業担い手支援事業補助金としましては、８０千円。

府中市農業後継者連絡協議会が行った視察研修や講習会経費に対して補助を行い

ました。

次に、１３の地産地消推進事業補助金としましては、１，３６９千円。

市内の販売農家の地産地消に係る営農活動への補助として、資材購入に対する補

助を２９件、体験農園の区画整備に対する補助を５件実施しました。

次に、１４の農業経営改善対策事業補助金としましては、９．０１７千円。

認定農業者や後継者、通常の農家の行う施設の整備、農機具や運搬器具の購入に

対して補助として３５件実施しました。

なお、補助の実施にあたり、所有農地の保全に関する協定を結んでおり、当年度

の協定面積は４８，４４６㎡となっております。

３ページに移りまして、１５の都市農業経営パワーアップ事業補助金としまして

は、３，３３３千円。

認定農業者や３戸以上の農家で構成される農業者団体の実施するパイプハウス等

購入事業に対する補助を 1件実施しました。

次に、１６の多面的機能保全支援事業補助金としましては、３６千円。

農業用水の保全に資する活動を行う地域団体の運営経費に対する補助を１団体に

対し実施しました。
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次に、１７の都市農地保全支援事業補助金としましては、１４，１８１千円。

農地の持つ多面的機能の発揮や周辺地域の環境への配慮に資する整備に対する補

助として、防災兼用井戸の設置に対する補助を２件、防薬シャッターの設置に対す

る補助を２件実施しました。

最後に、１８の被災農業者向け経営体育成支援事業補助金につきましては、  

３４，７３８千円。

平成２６年２月の大雪の被害を受けたパイプハウス等の撤去、再建事業に対する

補助で、平成２７年度につきましては、再建で１２件の補助を実施しました。

説明につきましては以上です。よろしくお願いいたします。

○議長（石阪委員） はい、説明が終わりました。

ご質問等、ございますか。（…）よろしいですか。

ご質問等がないようですので、次に、（２）「平成２７年度農業委員会事業報告に

ついて」を事務局から説明をお願いします。

○事務局（高田事務職員、資料№２を説明） はい、会長、それでは、資料ナンバ

ー２をご覧ください。

１ページをお開きください。１の会議の開催つきましては、（１）の総会は１２回

開催し、記載の議案を審議していただきました。

その他、（２）の役員会、（３）の土地利用部会、（４）の経営部会の会議を記載の

とおり開催させていただきました。

２ページに移りまして、２の行動する農業委員活動の推進につきましては、日常

の農業委員活動を計画的かつ積極的に活動推進しました。

（２）は、委員さんから、ご提出のありました年間４６９件分の活動報告を記載

しております。

（４）の研修や研究活動への参加は、２ページから３ページに渡って記載してあ

ります北多摩地区農業委員会研修会、農業委員会活動推進フォーラムに参加をした

しました。

３の農地の保全と利用促進では、農地法の届出の許可・審議を行いました。また、

農地が適切に管理されているかの見回りや、生産緑地追加指定地の現地確認等を随

時実施しました。

４ページに移りまして、４の企業的農業経営と多様な担い手の育成・支援につき

ましては、各種功労者の表彰、認定農業者制度の推進、また、農業後継者連絡協議
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会と連携を強化し、その活動を支援しました。

５の地域農業の確立につきましては、（１）農業振興計画の実現を図りました。

５ページに移りまして、（２）各種団体と連携し、イベントに参加しました。

６の農業のある街づくりの推進は、地域住民とふれあい農業の役割・魅力を伝え、

農業まつり、ふれあい農園、市民農業大学等住民との共生を図る活動も推進してま

いりました。

最後に、７の情報活動の推進は、農業委員会だよりの年３回の発行、農業新聞購

読の普及、ホームページを活用した情報発信などに努めてまいりました。以上でご

ざいます。

○議長（石阪委員） はい、説明が終わりました。

ご質問等、ございますか。（…）

ご質問等がないようですので、次に、（３）「平成２８年度管外研修について」を

事務局から説明をお願いします。

○事務局（石川事務局長、資料№３を説明） はい、会長、資料ナンバー３をご覧

ください。１の目的については、記載の通りでございます。２の視察場所で、（４）

のメロン農家が農家さんの都合で他に変更の予定でございます。

３の日程、４の交通機関は記載の通りでございます。５の行程につきましては、

府中を８時に出発しまして、神奈川県農業技術センター、道の駅を視察します。

裏面に移りまして、２日目は湯河原営農経済センター直売所、大規模な経営をし

ている農家さんなどを見学しながら府中に帰ってまいります。

６の宿泊場所、７の参加負担金は記載の通りで、当日バスに乗った時に集金しま

すのでよろしくお願いします。８の集合場所は、大國魂神社大鳥居向いのけやき並

木の予定で、時間は、１４日木曜日、午前７時５０分集合といたします。また、何

かあった時の連絡先ですが、事務局と私の携帯番号を記載しておりますが、私の携

帯番号が良いと思いますので、そちらの方にお願いします。

最後に現段階でよろしいのですが、１４日１５日に参加できない委員さんがいら

っしゃれば、この場でお教えいただきたいと思います。（河内委員、欠席との発言）

私からは、以上でございます。

○議長（石阪委員） はい、説明が終わりました。

ご質問等、ございますか。（…）

ご質問等がないようですので、次に、（４）「６月度活動報告について」及び(５)
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の「次回以降の開催日」を続けて事務局から説明をお願いします。

○事務局（高田事務職員 (４)資料№４、（５）を説明） はい、会長、それでは、

６月分の活動報告をさせていただきます。

資料ナンバー４をご覧ください。まず、前回の農業委員会総会が５月２４日に開

催され、農地法４条の届出が１件、農地法５条の届出が５件、相続税の納税猶予に

関する適格者証明が２件、引き続き農業経営を行っている旨の証明が３件、その他

を審議していただきました。

５月２５日には、農業者年金の説明会が東京都農業会議で開催され事務局が出席

しました。

５月２６日には、全国農業委員会会長大会が文京シュビックホールで開催され石

阪会長に参加していただきました。

５月２７日には、認定農業者担い手支援推進会議と農業委員会主任職員協議会が

中野サンプラザ会議室で開催されそれぞれ事務局が出席しました。また、同日東京

都農業委員会職員協議会の通常総会が同場所で開催され、石川局長が出席しました。

５月３１日には、北多摩地区農業委員会連合会総会が東村山市役所で開催され、

平成２７年度の事業報告・決算等について報告があり、当日は石阪会長、石川局長

が出席しました。

６月に入りまして、６月３日には、相続税の納税猶予制度実務研修会が東京都農

業会議で、また６月１４日には生産緑地説明会が中野サンプラザ会議室で開催され

それぞれ事務局が出席しました。

最後になりますが、

６月２１日には、農業簿記講習会が西庁舎２階会議室であり７名の参加がありま

した。

続きまして、次回の総会開催日ですが７月は、２６日火曜日、午後４時からいつ

もより若干遅く始めますが、同場所で開催させていただきます。なお、当日は総会

終了後、午後５時３０分から伊勢丹府中店９階の歌行燈で暑気払いを開催いたしま

すので、皆さんのご参加をお願いいたします。

なお、議事日程表には記載しておりませんが、８月の総会は２２日、月曜日の予

定ですので、併せてご承知おきください。

○議長（石阪委員） はい、説明が終わりました。

ご質問等、ございますか。（…）
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ご質問等がないようですので、次に、(６)の「その他」に入ります。

委員さんから何かありますか。

○委員（菊池委員） はい、生産緑地の追加申請に伴う現地確認の日程の連絡でご

ざいます。

例年７月の第２週あたりで実施しておりまして、今年は７月１２日、火曜日に行

いたいと思います。土地利用部会の委員さんは、出席をよろしくお願いします。

今年は申請件数が１０件です。午後１時には市役所西側玄関を出発したいと思い

ますので、１時少し前までにお集まりください。

詳しくは、後ほど事務局から文書をお送りします。

以上よろしくお願いします。

○議長（石阪委員） はい、ありがとうございました。

土地利用部会の委員さん、暑い時期でございますがよろしくお願いします。

他に、委員さんから何かありますか。（…）

それでは、事務局から何かありますか。

○事務局（加藤主査） はい、会長、私の方から２件ご報告させていただきます。

まず、１件目は平成２８年度府中市花卉品評会結果でございます。

お配りしてある入賞者一覧表をご覧ください。

期日は平成２８年６月２日に、府中市役所１階市民談話室を会場として実施いた

しました。

総出品数は１７品目、６４点で、審査は中央農業改良普及センターの２名の方に

お願いしました。

審査の結果は、最優秀賞、マインズ農業協同組合長賞に○○○○さんが出品した

菊が、優秀賞には○○○○さんが出品したペチュニアが受賞されました。優良賞、

努力賞の受賞は記載の通りで、石阪会長が出品した、優良賞１点、努力賞２点が受

賞されました。品評会の報告は以上でございます。

続きまして、お配りしている資料、ミニコミ誌「府中はたけ日和」創刊のおしら

せとご協力のお願いのご報告をさせていただきます。

お配りしている資料をご覧ください。

こちらは、本年度、市民提案型協働事業という枠組みの中で、経済観光課農政係

と市民団体トランジションタウン府中とで、農業応援という視点から取り組んでい

るもので、ミニコミ誌「府中はたけ日和」というものを作成いたします。２枚目を
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ご覧ください。これは準備号となりまして、今市内で配布されています。これから、

創刊号を７月下旬に８ページのミニコミ誌として発刊し、市内各所に配布していき

たいと考えております。先日農業協力員さんを通じて準備号をお配りしております

ので、その旨をご承知おきいただきたいと思います。以上でございます。

○事務局（高田事務職員） 続きまして、お手元の「都市農業の継続的発展に向け

たシンポジウム（東ブロック）」開催要項（案）の書類をご覧ください。

これは、全国農業会議所等が主催するシンポジュウムで、開催日が、平成２８年

度の管外視察研修日と重なるため、委員さんの参加は不可能だと思いますが、周知

の意味で配布させていただきました、

当日は講演会やパネルディスカッション等が予定されております。皆さんの周囲

に参加希望者がいらっしゃいましたら、前日の７月１３日までに、事務局にご連絡

ください。よろしくお願いします。

もう１点、まだ文書が着ておりませんが、毎年実施されている北多摩地区農業委

員研修会が、８月５日金曜日の午後に生涯学習センターで開催予定となっておりま

すので、予めご承知おきいただきたいと思います。次回の総会には文書をお配りで

きると思いますので、よろしくお願いします。以上でございます。

○議長（石阪委員） はい、ありがとうございました。

別件でございますが、昨日マインズ農協の総代会がありまして、髙野祐一委員さ

んが組合員表彰を受賞されましたので、ご報告させていただきます。おめでとうご

ざいます。（一同拍手）

はい、ここまでで何かありますか。（…）

ないようですので、本日の議事は全て終了いたしました。

以上で、「第２４回府中市農業委員会総会」を閉会とさせていただきます。

ありがとうございました。

午後２時３８分閉会


